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地域共生社会の実現に向けた長崎県の取組

令和３年12月10日

長崎県福祉保健課



重層的支援体制整備事業実施状況
（R３年度）

・重層的支援体制整備事業 → 実施自治体なし

・重層的支援体制整備事業への移行準備事業

３自治体で実施 → 長崎市・五島市・佐々町

※長崎市、佐々町は令和２年度までモデル事業実施

【県の取組】

・庁内関係課と情報共有、市町に対する情報提供

・市町等を対象とした説明会開催予定（厚生労働省キャラバン活用）

※R4.1月~2月頃で調整中



重層的支援体制整備事業への移行準備事業
実施状況（R３年度）

長崎市 五島市 佐々町

モデル事業 H28～R２ ― H30～R2

・多機関協働事業 ・多機関協働事業 ・多機関協働事業

・アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

―
・アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

・参加支援事業 ― ・参加支援事業

実施方法

　〇委託
　※市内２か所に多機関型
　地域包括的支援センター
　を設置。単独の相談は、
　それぞれの相談窓口で
　対応。

　〇直営
　※市長寿介護課に属性を
　問わない相談を受けるた
　めの「福祉の相談窓口」
　を設置。

　〇直営・一部委託
　※総合福祉センター内の
　各部署が相談窓口。
　・地域包括支援センター
　・健康相談センター
　・社会福祉協議会

実施事業



地域包括ケアシステムの構築状況について、客観的な評価を実施すること
により各圏域の課題を明らかにし、その具体的な解決策等を内容とするシ
ステム構築に向けたロードマップを市町ごとに作成し、県・市町において
必要な施策を企画・実行する。

○本県の高齢者は、推計によると2040年をピークに総人口に占める65歳
以上の人口割合は増加し、2025年（令和7年）以降は、高齢化率も
35.2％と3人に１人以上が65歳以上の高齢者となる。

○本県における認知症の方は、2015年の6万４千人から、2025年には8万
4千人と、2万人程度増加すると予測され、認知症高齢者の地域での生活
を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題。

事業の概要

長崎県の現状

長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取組



○長崎県版地域包括ケアシステム構築評価基準に基づき、各市町で毎年度
の自己評価を行い、県と有識者による全市町ヒアリングを実施。

○市町ごとに到達目標や課題解決策を明確にしたロードマップを作成し、
自己評価結果に基づきロードマップの見直しを行い、必要な施策を展開。

○地域包括ケアシステムの最終的な評価者は住民であることを踏まえ、
住民への構築状況の公表や職能団体など行政以外の視点を交えて評価を
行うよう「〇の判断の目安」を改訂し、目安に基づいた評価の働きかけ
を実施。

○地域包括ケアシステムが概ね構築できた市町の事例等を市町や地域包括
支援センター等と情報共有し、各市町の施策へ反映していくことで、県
内全域でシステムを早期に構築していく。

○構築に時間を要している地域に対し、重点的かつ個別的支援を実施する。
○一定構築と判断された市町に対しては、システム構築が住民の評価に繋
がっているかをより意識して取り組むよう助言していく。

○新たな長崎県版地域包括ケアシステム評価基準を策定。

今後の取組

取組内容

長崎県における地域包括ケアシステム構築に向けた取組



参考：長崎県版地域包括ケアシステム市町自己評価シート
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地域包括ケアシステムの基盤評価指標が主体

①「医療」「介護」「予防・保健」「住まい・住まい方」 「生活支援・見守り等」に「専門
職・関係機関ネットワーク」「住民参画」「行政の関与・連携」を加えた8分野78項目に
よる評価指標を作成

②システム構築の進捗状況を把握するための「チェックシート」として活用してもらい、
強み・弱みを把握し、強みの部分はさらに強化し、弱みの部分は関係機関等と課題を共有し
解決を目指していくためのもの

③各分野5点、計40点満点で自己評価を行い、外部有識者、県による全市町ヒアリングを実施
し、その結果を踏まえ評価を確定。評価合計点が32点以上の圏域について、県地域包括ケ
アシステム構築支援部会での意見等、総合的に踏まえた上で、「地域包括ケアシステムが概
ね構築できている」と判断

④令和２年度末において、111圏域／124圏域 (89.5％)で概ね構築できていると評価。
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参考：長崎県版地域包括ケアシステムロードマップ






